
上尾市国民健康保険税の税率等の改定について（報告）

税率・賦課限度額

決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の解消、及び、埼玉県から示されている標準保険税率とのかい離を
段階的に解消するため、国民健康保険税の税率を下表のとおり改定。

国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を20万円から22万円に引き上げ。

令和５年１２月定例市議会議決内容

所得割 均等割 賦課限度額

医療分 ６.８％ ２８,０００円 ６５万円

支援分 ２.０％ １１,０００円 ２０万円

介護分 ２.１％ １５,０００円 １７万円

合 計 １０.９％ ５４,０００円 １０２万円

現行（～令和５年度） 改定後（令和６年度～）

令和５年１０月１７日付け上尾市国民健康保険運営協議会からの答申を参考に、令和６年度以降の上尾市
国民健康保険税の税率等の改定について、令和５年１２月定例市議会に改正議案を上程しました。
審議の結果、原案のとおり可決し、令和６年４月１日に施行します。

1.賦課限度額の引き上げ

2.税率の見直し

所得割 均等割 賦課限度額

医療分 ６.８％ ３１,０００円 ６５万円

支援分 ２.４％ １３,０００円 ２２万円

介護分 ２.１％ １５,０００円 １７万円

合 計 １１.３％ ５９,０００円 １０４万円
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